
議
案
第
百
号

福
島
県
過
疎
・
中
山
間
地
域
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
過
疎
・
中
山
間
地
域
振
興
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、
「
第
十
四
条－

第
十
八
条
」
を
「
第
十
五
条－

第
十

九
条
」
に
、
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
る
。

前
文
中
「
耕
作
放
棄
地
の
増
大
、
」
を
「
農
地
や
」
に
改
め
、
「
豪
雨
災
害
な
ど
の
自
然
災
害
が
大

規
模
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
に
よ
り
本
県
の
過
疎
・
中
山
間
地
域
は
、
更
に
厳
し
い
状
況

に
置
か
れ
て
い
る
」
を
「
地
球
温
暖
化
等
の
要
因
に
よ
り
豪
雨
災
害
な
ど
が
頻
発
化
・
激
甚
化
し
、
豊

か
な
自
然
環
境
と
共
生
す
る
過
疎
・
中
山
間
地
域
の
生
活
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
過
疎

・
中
山
間
地
域
の
森
林
、
里
山
や
水
田
が
有
し
て
い
る
自
然
災
害
の
抑
制
な
ど
の
多
面
的
機
能
の
価
値

を
改
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
」
に
改
め
、
「
展
開
す
る
」
の
下
に
「
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
地
域

の
自
立
に
向
け
て
、
持
続
的
な
発
展
が
可
能
な
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
」
を
加
え
、
「
課
題
と
な
っ

て
い
る
。
」
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
新
型
感
染
症
の
拡
大
を
契
機
と
し
て
、
ゆ
と
り
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
生
活
が
可
能
な
過
疎
・
中

山
間
地
域
の
価
値
が
改
め
て
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
人
口
の
過
度
の
集
中
に
よ
る
リ
ス
ク
を
避
け
な
が

ら
都
市
地
域
と
連
携
し
、
新
し
い
技
術
等
も
用
い
て
豊
か
な
暮
ら
し
の
中
で
様
々
な
付
加
価
値
を
生
み

続
け
ら
れ
る
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

前
文
中
「
振
興
」
を
「
持
続
的
発
展
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
」
を
「
過

疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
」
に
、
「
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
同
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
、

第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

四
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
基
づ
き
」
の
下
に
「
、
地
域
の
持
続
的
な
発
展
に
向
け
て
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
整
備
」
の
下
に
「
及
び
新
技
術
の
活
用
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
促
進
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
」
の
下
に
「
、
雇
用
機
会
が
拡
充
さ
れ
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
地
域
間
交
流
」
を
「
、
地

域
内
外
と
の
交
流
」
に
改
め
、
「
県
民
」
の
下
に
「
そ
の
他
地
域
と
多
様
な
形
で
関
わ
る
者
（
以
下
「
関

係
人
口
」
と
い
う
。
）
と
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
担
い
手
の
」
の
下
に
「
確
保
及
び
」
を
加
え

る
。
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第
四
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
振
興
」
を
「
持
続

的
発
展
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

県
は
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
の
持
続
的
発
展
を
支
援
す
る
た
め
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
る
広
域

に
わ
た
る
施
策
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
そ
の
他
必
要
な
援
助

を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
市
町
村
が
定
め
る
過
疎
・
中
山
間
地
域
の
持
続
的
発
展
に
関
す
る
計
画
（
法
第
八
条
に
規

定
す
る
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
。
以
下
「
市
町
村
計
画
」
と
い
う
。
）
の
達
成
状
況
に

関
す
る
評
価
等
を
踏
ま
え
必
要
な
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
中
「
振
興
」
を
「
持
続
的
発
展
」
に
、
「
計
画
的
に
実
施
す
る
」
を
「
市
町
村
計
画
に
基
づ

き
実
施
し
、
達
成
状
況
に
関
す
る
評
価
を
行
う
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
振
興
」
を
「
持
続
的
発
展
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
道
路
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
交
通
施
設
等
」
を
加
え
、
「
並
び
に
情
報
通
信
基

盤
の
整
備
」
を
「
、
情
報
通
信
基
盤
の
整
備
並
び
に
新
技
術
の
活
用
に
よ
る
各
種
対
策
の
推
進
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
介
護
・
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

県
は
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
に
お
い
て
、
住
民
が
住
み
続
け
ら
れ
る
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、

移
動
及
び
交
通
手
段
の
確
保
並
び
に
日
常
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
に
係
る
各
種
対

策
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
図
る
た
め
」
の
下
に
「
、
地
域
の
特
性
及
び
資
源
並
び
に
経
営
体
の
規
模
に
応

じ
た
支
援
を
行
う
と
と
も
に
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

県
は
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
に
お
い
て
、
雇
用
の
場
の
創
出
を
図
る
た
め
、
既
存
の
産
業
の
振
興

と
と
も
に
、
企
業
誘
致
、
観
光
振
興
及
び
新
産
業
の
育
成
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
交
流
の
促
進
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
交
流
」
の
下
に
「
活
動
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

県
は
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
に
お
い
て
、
地
域
内
外
と
の
交
流
の
促
進
に
よ
る
人
の
流
れ
の
創
出
、

関
係
人
口
の
拡
大
及
び
移
住
・
定
住
の
促
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
条

第
一
項
中
「
模
範
と
し
て
適
当
」
を
「
集
落
等
の
参
考
と
な
る
も
の
」
に
改
め
、
第
二
項
中
「
振
興
」

を
「
持
続
的
発
展
」
に
改
め
、
「
対
し
て
」
の
下
に
「
必
要
な
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、

第
十
四
条
中
「
振
興
」
を
「
持
続
的
発
展
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
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条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
研
究
開
発
」
を
「
導
入
拡
大
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
の
見
出
し
を
「
担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
育
成
を
図
る
た
め
、
定
住
の
促
進
」
を
「
確
保
及
び
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
を
支
え

る
多
様
な
人
材
の
確
保
に
向
け
、
移
住
・
定
住
に
関
す
る
支
援
、
地
域
内
外
と
の
交
流
」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
及
び
教
育
環
境
の
充
実
等
）

第
十
条

県
は
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
に
お
い
て
、
住
民
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
こ
と
が

で
き
る
環
境
及
び
教
育
環
境
の
充
実
を
図
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（3）


